
特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

役員報酬に関する規程

第 1条 定款第19条の規定に基づく役員報酬は,支払いがないものとする

この規程は,2015年 3月 15日 から施行する。

制定 2015年 3月 15日

附 則

1
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特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

給 与 規 程

制定

改正

改正

改正

改正

改正

改正

最新改正

2001年 2月 12日

2002年 4月 21日

2012年 11月 18日

2013年 6月 30日

2015年 1月 18日

2019生
「

10月 20日

2020年 9月 13日

2021年  4月 29日

第 1章 総 則

(目  的)

第 1条 この規程は,就業規則 (以下「規則」という)第34条に基づき,特定非営利活動法人 全

国骨髄バンク推進連絡協議会 (以下「協議会」という)の事務局職員 (以下「職員」とい

う)の給与に関する基準および手続きを定めたものである。ただし,パー トタイマー等就

業形態が特殊な勤務をする者について,その者に適用する特別の定めをした場合にはその

定めによる。

(給与の原則)

第 2条 給与は,職員の遂行した職務の質と量および責任の度合とに応じて支払うことを原則と

する。

(給与の分類 )

第 3条 給与は次のとおり分類する。

(1)賃金

(2)賞与

(3)退職金

第 2章 賃 金

第 1節 賃金の支払い

(賃金の締切 日および支払 日)

第 4条 賃金の計算期間は、当月の 1日 より当月末 日までとし、翌月 5日 に支払 う。支払 日が休

日にあたる場合は、直前の勤務 日に繰 り上げることとする。ただし、その限度は 2日 前ま

でとし、これに該当しない場合は直後の勤務 日とする。

2 前項の規定にかかわらず 日々雇い入れられる者の賃金は,当 日に支払 う。
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(非常時払い)

第 5条 職員が,次の各号の一に該当し,その請求があった場合は,前条の規定にかかわらず,

既往の勤務に対する賃金をそのつど支払う。

(1)本人が死亡したとき

(2)本人が退職し,または解雇されたとき

(3)その他,協議会がやむを得ないと認めたとき

(賃金の支払いおよび控除)

第 6条 賃金は,全額通貨で直接職員にその内訳を示 して支払 う。ただし法令に定められたもの,

および職員の代表 と書面により協定したものは控除する。

(日 給計算・時間給計算)

第 7条 月稼働基準日数を20日 、 1日 の所定労働時間を7時間とする。したがって,こ の規程で定

める日給 (日 割)計算、並びに時間給は次の算定式による。

(1)日 給 (日 割)計算

給与月額を月稼働基準日数 (20日 )で除した額

(2)時間給計算

日給額を 1日 所定労働時間 (7時間)で除した額

2 前項の計算式により算定された賃金の小数点以下については切り上げとする。

(平均賃金)

第 8条 この規程で用いる平均賃金の算出方法は,労働基準法第12条に定めるところによる。

(月 給者の賃金控除)

第 9条 賃金の一部を控除する場合において,賃金が月額をもって定められている場合は, 日割

または時間割計算でこれを控除して行う。

(1円未満の端数)

第10条 賃金計算上 1円未満の端数が生じた場合は,これを 1円に切り上げる。

(賃金の分類 )

第11条 賃金を下記のとお り分類する。

(1)基準内賃金 :基本給/家族手当/住宅手当

(2)基準内賃金 :時間外手当/通勤手当/年末年始特別手当

第 2節 基本給

(基本給の形態)

第12条 職員の基本給を次のとおり区分する。

(1)月 給 :規則第 4条に定めるところにより採用された職員

(2)時 間給 :パー トタイマーおよびアルバィ ト
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(基本給の対象となる労働)

第13条 基本給について,月 給者は 1カ月 (暦月)の就業に対 して支給する。

2 時間給者は実質労働時間に対して支給する。

(新任または昇給の月の賃金)

第14条 月の途中で新任または昇給した場合,基本給が月給であるときは,その月の基本給は辞

令日付の当日より,暦 日による日割計算で支給する。

(退職または死亡した月の賃金)

第15条  月給者が退職または死亡した場合,その月分の基準内賃金は辞令の日付 (ま たは死亡当

日)まで暦日による日割計算して支給する。ただし欠勤のため基本給を支給しない場合を

除く。

2 懲戒解雇または試用期間内における即時解雇の場合の賃金は,前項に準じ暦日による日

割計算により支給する。

第 3節 基本給の計算

(基本給)

第16条 職員の勤続年数、勤務態度、財政状況等考慮の上、理事会において決定する。

(欠勤した場合の計算)

第 17条  職員が振替休日、有給休暇等に該当しない欠勤をした場合には、日又は時間単位での給

与減額を行う。時間単位の場合、計算単位は30分をもって 1単位とする。

(遅刻,早退,外出の場合の計算)

第18条 職員が遅刻,早退,外出などにより,就業時間の一部を休業した場合においては,その時

間に対する賃金は支給しない。ただし本規程で別に定める場合においてはその規定による。

2 控除のための計算単位は,30分をもって 1単位とする。なお,賞与,昇給時において人

事考課上の出勤率を計算するに際しては,遅刻,早退,私用外出3回をもって欠勤 1日 に

換算する。

(休・復職者の取扱い)

第19条 職員が,月 度の中途で休職もしくは復職した場合は,基本給計算上,休職後または復職前

の所定就業日を欠勤したものとみなし,月 給者については第14条,第 15条に準じて取扱う。

(欠勤,遅刻,早退および外出の特例扱い)

第20条 規則第16条および同第17条に定める欠勤,遅刻,早退および外出があった場合で,協議

会がこれを承認 した場合に限り,本規程第17条および同第18条の規定にかかわらず,所定

の就業時間,就業 したものとして取扱 う。

(賃金を支給 しない場合)

第21条 職員が,次の各号の一に該当する場合は,第 17条第 1項第 1号の規定にかかわらず,そ
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の休業した期間または時間に対する賃金を支給しない。

(1)規則第 14条第 2項の入場禁止または退場命令に伴う不就業

(2)規則第 38条の出勤停止に伴う不就業

(3)協議会の指示に基づかない就業または不就業

0争議行為に伴う不就業

(年次有給休暇の取扱い)

第22条 規則第19条に定める年次有給休暇については,基本給計算上,所定の就業時間,就業し

たものとして取扱 う。

(特別休暇等の取扱い)

第23条 規則第20条第 1項に定める特別休暇のうち、法要休暇については無給とし忌引休暇につ

いては有給とする。

2 規則第20条第 3項に定める特別休暇、第 4項に定める生理休暇、第21条 に定める病気休

暇、第23条に定めるボランティア休暇および規則第24条に定める育児休暇・介護休暇につ

いては,無給とする。

(協議会の責任による不就業の取扱い)

第24条 職員が,協議会の責に帰すべき事由による休業のため就業しなかった場合は,不就業 1

日につき,平均賃金の60%を下回らない金額の休業手当を支払う。

第 4節 賃金の見直し

(見直しの原則 )

第25条 賃金については,協議会の予算・決算の状況,各人の勤務成績等を勘案 し,年に 1回
,

見直しを行 う。

第 5節 家族手当

(家族手当の支給範囲)

第26条 職員が,次の各号に掲げる同居の家族、または施設入所等の理由により別居している家族
を扶養しているときは,家族手当を支給する。

(1)配偶者

(2)満 22歳に達する日以後の最初の 3月 31日 までの間にある子,孫および弟妹

(3)満 60歳以上の父母および祖父母

0重度心身障害者

(家族手当の額および支払い)

第27条 家族手当の額は,別紙 1に定めた額による。

2 家族手当は,その月度を通して扶養対象となる家族がおり、その出勤日数が10日 を超え

る場合に支給される。
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(扶養家族の届け出)

第28条 扶養家族に異動を生じた場合は,異動の事実を証明する書類を2週間以内に提出し,届

け出なければならない。

2 前項の届け出を怠った場合は,増額の分については届け出の翌月より支払い,減額の分

については,過払分を返還しなければならない。

第 6節 住宅手当

(住宅手当の対象者,額および支払い)

第29条 職員が次の各号の一に該当する場合には住宅手当を支給する。

(1}自 ら居住するための住宅 (貸間を含む)を借り受け,現に居住し,月 額 10,000円以上の

家賃を支払つている職員 :月 額 10,000円

(2)前号で 10,000円未満の家賃を支払つている職員 :当該家賃全額

(3)その所有に係る住宅に居住する,世帯主である職員 :月 額 1,000円

2 前項の住宅手当はその月度を通して該当する者に対し、その出勤日数が10日 を超える場

合に支給される。

(異動の届け出)

第30条 規則第 6条の届け出事項に異動を生 じた場合は,異動の事実を証明する書類を 2週間以

内に提出し,届け出なければならない。

2 前項の届け出を怠った場合は,支給該当になる分については届け出の翌月より支払い,

支給該当でなくなる分については過払分を返還 しなければならない。

第 7節 時間外手当

(計算の基準)

第31条 本節に定める時間外手当の計算上,基礎となるべき賃金は第11条 に定める基準内賃金の

うちの基本給とする。

(時間外手当・休日手当・深夜手当)

第32条 職員が法定外の勤務時間外に勤務した場合, 1時間につき時間給の 125%を支給する。

2 職員が法定休日に勤務した場合,1時間につき時間給の 135%を支給する。

3 職員が22時から5時までの間に勤務した場合, 1時間につき時間給の150%を支給する。

4 職員が法定休日の22時から5時までの間に勤務した場合, 1時間につき時間給の160%を

支給する。

第 8節 通勤手当

(支給基準)

第33条 通勤のため,公共交通機関を利用 してその運賃を負担する職員,自 動車等 (自 転車を含

む)を使用する職員,お よびこれ らを併用する職員には,通勤手当を支給する。ただし,
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徒歩により通勤することとした場合の通勤距離が片道 2km未満の場合には支給しない。

2 職員は,最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路・方法を選択しなければならない。

(支給額)

第34条 支給額は次のとおりとする。

(1)公共交通機関利用の場合 :実費。ただし,定期券代金をもって支給額計算の基礎とし,最低
の料金のものを適用することを原則とする。また,定期券現物を提示し,その写しを提出しな
ければならない。

(2)自 動草その他,原動機付きの交通用具使用の場合 :月 額 2,000円

(3)自 転車利用の場合 :月 額 1,000円

2 前項の通勤手当は,その月度の全就業日を欠勤した場合は,これを支給しない。月度の

中途における就業,不就業および転居など異動を生じた場合の取扱いは,第30条の規定を

準用したうえで, 日割計算によって支給するものとする。

3 第 1項第 1号の実費が45,000円 を超える場合は,45,000円 にその超える額の 2分の 1の

額 (5,000円 を限度)を加算した額とする。

4 公共交通機関,自動車等を併用する場合は,それぞれを加算した額とする。その場合に

も前項を適用し,支給総額の上限は50,000円 とする。

5 2つ以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する場合,その者の住居または勤

務場所から,通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は, 原則

としてこれを算出基礎とすることはできない。ただし,協議会が特に認めた場合は, この限

りではない。

第 9節 年末年始特別手当

(支給基準)

第 35条 年末及び年始に勤務する職員には、特別手当を支給することができる。

2 1対象となる年末とは、12月 29日から12月 31日 までとし、対象となる年始とは、 1月 1

日から1月 3日 までとする。

(支給額)

第 36条 支給額は次のとお りとする。

(1)年末及び年始の特別手当は 5,000円 とする。

(2)ただし、12月 31日及び1月 1日 の勤務については、上記(1)に加えて 2,000円 の加算
を行 うことができる。

第 3章 賞 与

(賞与の区分)

第37条 賞与を分けて,夏季賞与と期末賞与とし,夏季賞与については前年11月 21日 以降から支

給日まで,期末賞与についてはその年の5月 21日 以降から支給日までに在籍する職員にこ
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れを支給する。

(賞与の算定基礎期間)

第38条 夏季の賞与の算定基礎期間は,前年の11月 21日 から5月 20日 までとし,期末賞与の算定

基礎期間は,当年の5月 21日 から11月 20日 までとする。

(賞与の算定および支給)

第39条 賞与は,算定基礎期間における協議会の予算・決算の状況と,算定基礎期間における各

職員の勤務状況などを勘案して,その支給額を査定する。ただし,協議会の予算・決算の

状況が極めて悪く,支払能力がない場合には,支給しないことがある。賞与算定時におけ

る出勤率の算定にあたつては,規則第19条の年次有給休暇,規則第20条の特別体暇のうち

結婚休暇,服喪休暇,配偶者出産の場合の休暇,お よび業務上の傷病による休業日につ

いては出勤扱いとし, 休業日数に含めない。

第 4章 退職金

(中退共加入)

第40条 勤務満 6カ月を経過した月給者である職員は,中小企業退職金共済制度 (中退共)に加入

する。掛金は月額10,000円 とし,全額 (過去勤務期間の掛金率適用を含む)を協議会が負担

する。

(支給対象者)

第41条 12カ月以上継続して月給者であった職員が退職する場合に,退職金を支給する。

(支給額)

第42条 退職金の支給額は,中小企業退職金共済制度に定められた基本退職金額表に拠り,同表

中,月 額掛金10,000円 の場合を適用する。

2 職員が規則第38条による懲戒解雇を受けた場合は,中小企業退職金共済事業本部に退職金

の減額を申し出て支給額を減額することができる。その際の減額率は,最大80%とする。

第 5章 雑 則

(そ の他 )

第43条 この規程の改廃は、理事会の決議によって行 う。

この規程は,2001年 2月 12日 から施行する。

この規程を改廃する場合には,職員代表者の意見を聞いて行 う。

酬

　̈
１
　
２

附
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附則

附則

附則

附則

附則

附則

1 この規程は,2002年 4月 21日 から改正施行する。

1 この規程は,2012年 11月 18日 から改正施行する。

1 この規程は,2013年 6月 30日 から改正施行する。

附則

1 この規程は,2015年 1月 18日 から改正施行する。

1 この規程は,2019年 10月 20日 から改正施行する。

1 この規程は,2020年 9月 13日 から改正施行する。

1 この規程は,2021年 4月 29日 から改正施行する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名
特定非営利活動法人

全国骨髄バンク推進連絡協議会
事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

会費 1,992,000円

賛助会費 2,339,000円

寄附金収入 89,266,340円

募金箱収入 (寄附金) 8,889,038円

事業収入 (普及啓発活動グッズ) 3,023,123円

給付金 2,879,996円

各地負担金 171,600円

雑収入 14,325円

利息収入 141円

円

円

円

円

円

合 計 108,575,563円

r」ヒ
旧 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

合 計 円

な し

その他

32条第 1項各号に対応していま 。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資

に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

ハローキティ ポケットティッシュ

(1個 18円 ×500個)1箱
9,000円

ハローキティ クリアファイル

(1枚 114円×10枚)1梱包
1,140円

ハローキティ うちわ

(1枚 100円×200枚)1箱
20,000円

ハローキティ のぼり 1枚 1,900円

ハローキティ 横断幕 1枚 4,000円

今治のミニハンカチ

(1枚 120円 ×10枚) 1梱包
1,200円

・ ハ レ/ ッ ク と言われた
1,000円

ら 上巻

条  件  等

啓発活動使用に限る

啓発活動使用に限る

啓発活動使用に限る

啓発活動使用に限る

啓発活動使用に限る

啓発活動使用に限る

患者・家族、医療関係者向け

書籍・ハンドブック「自血病と言われた

ら 下巻
1,000円 患者・家族、医療関係者向け

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

な し

役 務 の 提 供 の 内 容



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら とロ

収益の生ずる取引の上位 5者

用の生ずる取引の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

及 活

別紙①の通り 別紙①の通り 通年 886,400円

ッズの各種類 12件
・書籍ル ンヽ ドブック
「白血病 と言われた

ら」4件

円

円

円

円

円

円

寄附

取 引 内 容 等取引金額

83,705,000 Fl

氏名又は名称 住所又は所在地

7,075,411円 寄附 (募金箱)

2,879,996円
持続化給付金、家賃支援給付

金

970,634円 寄附 (募金箱)

536,200円 寄附

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

2,684,550円 事務所賃借料 (水道料含む)

1,976,451円
チャリティ寄付金に係る協働
プロモーション料

1,865,080円 ハン ドブック印昴」費

770,000円
ハンドブックデザイン・DTP作

業費

698,435円 郵便切手代



(3)役員、従業員、社員もしくは寄付者またはこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む)

別紙①

特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

取引先の氏名等 日付 譲渡価格く円) 譲渡資産の内容等

2020/6/1 ンヽカチ200枚

目

うちわ200枚 クリアフア

2020/7/1

2020/8/1
クリ

00枚

10箱

横断幕1枚

2020/1
ミニハンカチ

クリ

10セット

合計 16件     886,400円



口 資産の貸付け (金銭の貸付け

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等 対 価 の 額住所又は所在地 譲渡資産の内容等

円

法人 との

関  係

貸 付

年月日

な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

別紙②
の通 り

424,160円
請求書による

別紙②
の通 り

54,670円
請求書による

別紙②
の通 り

594,225円
請求書による

円

円

円

円

円

円

円



ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む) 別紙②

取引先の氏名等 法人との関係 住所又は所在地 役務の提供年月日 対価の額 役務提供の内容等

2020/4/23 60.313円 協議会ニュース 324号

2020/7/21 58_586Fq 協 饉 会 ニュー ス 335晏

2020/8/24 60 736pq 楡 饉 全 ニ ュー ス 386晏

2020/9/25 59.180円 協議会ニュース 337号

2020/11/10 58_520Fq 惚 議 会 ニュー ス 338晏

2020/11/25 58.520円 惚 饉 会 ニ ュー ス 339晏

2020/12/21 60.500円 協議会ニュース 340号

2021/1ノ21 61_600F呵 橘 議 会 ニュース 341暑

2021/2/25 57.800FЧ 協 議 会 ニ ュー ス 342晏

2021/3/23 58.520円 協議会ニュース 343号

合 ‖ 594_225Pq

'‖

2020/4/21 1_650円 インターネットSSLサービス管理」Ц

2020/4/27 2_860Fq インターネット利用料

2020/5/22 1.650円 わ |―ネットSS」ナービス管理料

2020/5/27 2_860円 インターネット利用料

2020/6/24 1_650Fq インターネットSSLサービス管理料

2020/6/29 2.860円 インターネット利用料

2020/7/22 1_650円 インターネ外SSLサービス管理料

2020/7/27 2_860Fq インターネット利用料

2020/8ノ24 1.650Fq イツな―ネットSSL・サービス管理料

2020/8ノ27 3_410円 インターネット利用料 /再発行手数料

2020/9/25 1_650「1 インターネットSSLサービス管理料

2020/9/28 2.860円 インターネット利用料

2020/11/10 1_050円 インターネットSSLり・―ビス管理料

2020/10/27 2.860Fq インター ネット利 用 料

2020/11/25 1.650円 インな―ネットss「ナービス管理対

2020/11/27 2_860Fq インターネット利用料

2020/12/22 1.650Fq インターネットSSLサービス管理料

2020/12/28 2.860Fq インターネット利用料

2021/1/25 1_650Fl インターネットSSLり・―ビス管理料

2021/1/27 2.860Fq インター ネット利 用 料

2021/2/26 1.650Fq インターネ外SSLサービス管理粗

2021/3/1 2_860Fq インターネット利用料

2021/3/26 1.650Fq インターネ外SSLサービス管理:‖

2021/3/29 2.860円 インターネット利用料

合計 54.670円

2020/5/22 6_160Fq フリーダイヤル飛沐感染防止板

2020/7/21 209.000円 組立式募金箱

2021/3/26 209.000Fq 組立式募金箱

合計 424_160FЧ



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 で の る の 月 日

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 総額等に る事項 [⑤給与を得た職員 に対する る事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人 11,145,789円



6 支出し る事項|[⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
7

にその実施 日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

7,917,510円

円

円

円

円

別紙③の通り

円

円

円

円

円

合   計 7,917,510円

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



別紙③
6支出した寄附金に関する事項[⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

造血細胞移植患者支援基金>

患者支援基金・分子標的薬支援>

1ページ

支出年月日 支出先の □ 支出した寄附金額

13日 71

30日 700

同 7 1

22日 21 7

10日 31 772

2020年 6月 19日

2021年 2月 19日
日EttE謝五五蜃田 206,406

3 19日
造血細胞移植費用支援 171,335

2020年 9月 3日

19日 735

7 6日 17

7 20 17

21日 |]l 1

21日
・
４

2 1

，

一

3日 18

9 30日 151

2020 1 0 1 2 日
1 782

10 2 1
132

2020年 11月 9日

2020年 12月 28日
造血細胞移植費用支援 293,078

2020 1 15 13 140

12 28日
一
〓

〓

Ｆ
』 71

2021 1 12日

2021 8日 1

2021 B

2021 10日

2021 12日
10

2021 3 1

2021 31日 17

支出した寄附金額

宅支 1
40,000

100,000

所 寄附の

1 ]

] 10日

10

¬
J 10日

10日

n 10

同 10

π形コ 10日

7 B

出先の支出年月日

19日

10日

10

10日

10

10日

10日

10

10日

I置墨|

40,000

患者支援基金・分子標的薬支援(続き)>



支出年月日 支出先の名 田 寄附の目的等 支出した寄附金額

8日

B

8日
ｎ
ｕ

，
一

ｎ
）

，
一 8日

31日

31 日

31日

31日

31日

19

19

19日

11 9日

19日

2020 10 1日
ｎ

） 1日
ｎ

） 1日
ハ
Ｕ 21 日

ｎ

） 21
ｎ

） 21日
ｎ

） 21日
ｎ

） 21

2020
ｎ

〕 21日

21日

1 0 2 1 日

10 21

10 21日

11 9日

11 9

11 9日

11 9日

1 1
g 日

11 9日

1 17日

12 17日

12 17日

12 17日

2020 1 2 17

2021 1 26日

2021 1 26日

2021 1 26日

2021 26日

2021 26日

2021 26日

2021 26日

2021 19

2021 19

2021 19日

2021 月19

2021 19日

2021 1 8

2021 18日

2021 月18

2ページ



< ・精子保存費用支援>

<こうのとリマリーン基金>

４
．

2021 1

支出した寄附金額

11

27

支出年月日

16

29日

16

26

6日

ロ

精子保存費腫 援_1 27
35,86024日2020年 12月

29日2021年 1月

2021■F.lF 29日

24202

ハ
０

b等 支出した寄附金額寄附α□所 在 地支出先の名称支出年月日

卵子保存~~~¬
彊
=ア

雇高ご
21

精子保存6日2020年 7月
羽支援 100,000

6日2020年万
用支援 100,000

6日10
用支援 100,000

130日
9,900羽支援126日2021年 2J

381,530′]ヽ

7,498,588

3ページ



6支出した寄附金に関する事項[⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 lsu*oar. 所 在 地 寄附の目的等
支出した
書附金額

12.500

口|口lL百訂二FT■■1日 日7面

1_080

n■iF

1.700

′lヽ
=十

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等
支出した
寄附金額

籠fi[■ :11

"■

_i卜」:_:1 2,500

澪■ 1,お 1■ ;|ヨ

序■ 1鷹■)」

′1ヽ
=十

4ページ



チェック欄法人名 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

ノ
3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理力`行われていないこと

イ

項  目

役員数

①
区  分

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′レープの人数

割 合

②÷③ (④÷③

② ③ ④ ⑤

0人 0% 0人 0%

人 % 人 %

人 % 人 %

人 % 人 %

人 % 人 %

人 % 人 %

人 % 人 %

③

⑮

◎

2020年 4月 1日

～2021年 3月 31日 13人

年 月 日～ 年 月 日
人

年 月 日～ 年 月 日
人

①

◎

①

年 月 日～ 年 月 日
人

年 月 日～ 年 月 日
人

年 月 日～ 年 月 日
人

申 請 時
人

(注 1)

(注2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③吸叡〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた1数値を記載してください。

ロ

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(注意彗到D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
【日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申尉馴寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝コ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及|び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

回ヨ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申言郭寺

有 。無費途が明らかでない支出がある、l帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・□ 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

(注意:蜘Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:害頃)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 全国骨髄バンク推進連絡協議会 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請

人 人 人 人

人 人 人 人

役  員  数 13人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー
0人

プの

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの 0人

者の親族等」のグループの

人 人

人 人

人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

① 申請時

就任・退任

年月日⑤ ◎ ① ◎
職名

続

柄

等
④

住  所氏   名

就任 Rl.7.1

就任 H29.7.1

就任 H27.7.1

就任 H19.7.1

就任 Rl.7.1

○

○

○

○

○

理事

事

　

一事

理
　
　
一
理

理事

一事一
理

菅 早苗

梅田 正造

若木 換

村上 忠雄

笠原 千夏子

就任 H25.7.1

就任 H29.7.1

就任 H23.7.1

就任 H29.7.1

就任 Rl.7.1

○

○

○

○

○

事

　

一事

理
　
　
一
理

事

　

一事

理

　

一
理

理事

田中 重勝

北折 健次郎

山村 詔一郎

浅野 祐子

山口 明大

就任 H25.7.1

就任 H25.7.1

就任 H26.7.1

理事

監事

監事

○

○

○

辻 枝雄

陽田 秀夫

一柴 邦彦



書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載ヨD
・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝采鼈、「出金伝票」、「振替伝票日、:覇1金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、町L″ズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

。 「記帳の時期」欄は、鴫叡寺」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフ ト(会計王)使用

ルーズリーフ形式で保管

都度 7年

仕訳日記帳

会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ形式で保管

都度 7年

Excel′睫用

棚卸資産台帳 都度 7年

ノレーズリーフ

賃金台帳 給与計算ソフト (Frec hy給与)使用 月 1回 7年

(役員報酬規程等提出:霞働|:こ記載した内容に変更



チェック欄法人名 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

ノ4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有。① 有 。無 有 ・ 無 有 任 有 。無 有 。無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対する活動

有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申詢郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法

人とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員

に対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に

対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その

他役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の

有・⑬ 有 。無 有・無

供与の有無

有・無 有。無 有 。無 有・無

有・無

有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の禾I溢:の供

与の有無

有・Q 有 。無 有・無 有・無 有。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。①

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有。①

有・無 有。無 有・無 有。無 有・無

有。無 有・無 有。無 有・無 有・無 有 。無

書式第 10号 (法第 44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初鶉詢

(注意ittQ

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく1鵬類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます



法人名 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合にlよ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

同  意

※鎖覇Eに関する細則 網レ嚇損D等がある場合に:よ その細貝II網
『

朝販:D等を添付してくださしヽ
しない

① 事業報告書等 停業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10月以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書i勤

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証1明書の写D

〇

イ

ロ

ホ

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又l測哉爵給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計響ド 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当核戦員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ノ

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

ェック (第 5表)

(注意毒覇D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

O意1事Q
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出島Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第 8電勘

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:配DIに記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営禾l]活動足進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ③ ◎ ①

有 征 有 。 無 有 毎 有 4コE 有 。 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ジ尋ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員細酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ ⑩

申請書を提出した 日を含む事業年度の初□におし`て その設立の日以後 1 年を超える期間が経過し
チ ツク□

8

ていること

事業年度 毎年 設立年月日



書議畷事15号 (法第44条・51条。58条礫諮系)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会 チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定 り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 鐘2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

「
.

5
6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

こ係る重加算金を課された日から3 しない法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認1定閣む嘩鉢l括動法人が認定を取り消された場合又は特伊鵬.定特定非営和括動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営稲 動法人又は当該特例認定特定非‐営稲 ヨ法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有。①

特定非営

"|:婦

騒囲|1題佳法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有。①

，

“ 認定又は特

"厠

定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。Fπ¬

ｎ
０ 定款又は事業計画1書の内1容が法令等に違反している法人 はい 。

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい セヽ

紺
薇

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上1置14.E墨∠12藍覇堕塵医釜墾旦埜建壼:≧!主!塾饉碗証1盟ヨ:

「その4上並
｀
嶼壺堅狙地固壁塁型蔓丞型壺樫理堕慶壼受」う登墾憂量コ宣□四聖2里墜登麗腿皿量屋匡麺菫理墜茎翠二__

(注 1)その他の事務所がある場合lよ その他の朝籾所在の滞納燿創こ係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

しヽは い ・しない法人国税に係る重加野随又は貴L方81に係る重勁
1直

車
`金
を課された日から3

´
０ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 |れ 。ヽ「 しヽ頭

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 l力 ・`

ノ

イ

ロ

ハ

イ

ロ


